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9 －25

、衆境保全配慮 予測結果 評 価結果 環境保全措置 事 後調査及び環境監視
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・動物 の横断 について の注
意看板 を設置す る。

I

・法面や 滑走路周辺 の緑化
を行 う。

○飛行場 の存在に よる生息状況の変化
事業 実施 区域の環境は営巣地 とな りうる高木林はな く、ね ぐらとして利用 される亜高木林が26．瓜 a（11．0％）、

採餌場 が130．2ha （54．4％）、若鳥や移動 個体の一時的な生息坊 として利用 され る海岸林 （トキワギ ョリュウ高
禾 林）が10．4ha （4．3％）、その．他 が82．6ha （34．5％）であ り、カ ンム リワシに利用 され る好適性 は低 いもの と
思われ たが、事業実施 区域において も移 動個体 と思われ るカ ンム リワシが確 認され てお り、これ らの移動 個体

のね ぐら、採餌場 として一時的 に利 用 されてい るものと思 われ る。存在時に この場所が消失す るが、ニ 次林 （亜
高木 林）の改変率は12．9％程度で あ り、ね ぐら、採餌場 と しての二次林療境 は事業 実施 区域 周辺に確保 される
もの と予測 され る。

カタ フタ山の繁殖つがいの行動 圏の内部構造を見 ると、事業 実施 区域 とカンム リワシ行動 圏が重なるのは、
カラ岳掘 削部の約1．て8haのみで あ り、営巣中心域、主要な餌場 、飛び地餌場 の環境 ほ保 全される。

ね ぐら利用が確認 された、カ タフタ山の北側 や南側の繁殖つ がいのなわば り外 に位置す る と思われる二次林
は、採餌場 とな る水 田や牧草地 にも隣接 してい ることか ら、存在 時において若鳥等 によ り利 用が可能 と考 えら
れ る。

また、若鳥や於茂登岳等他の地域 か らの移動個体の一時的 な生息場 として利用 され ている海岸林の一部が進
入灯用地 として改変 され るが、若鳥 と移動個体の一時的な生 息場所 として利用されている二 次林 と海岸林の面
棟 が約9haで、 これ に比 して改変面積 は約0．03ha と小規 模で ある ことか ら、生息 環境 の直接 的な改変の程度は
極めて小 さい ものと予測 され る。

○航空障害灯の存在 ・供用 による生 息状況の変化
バ ンナ岳に設置 され てい る航空 障害灯近傍 において、旋 回飛翔 した り、電柱に止ま る行動が確認 され、航空

障害灯 か ら約 300m ～ 1 血 の距離 でなわば り鳴 き、約 1 kmの距 離でなわば り飛翔 とい った繁殖 に関わ る行動 が
確認 されてい る。 また、営巣場所 やね ぐらとして利用 され てい ると推定 された樹 林地は、航 空障害灯か ら約300

m の範囲 内に 6 カ所 、 1 血以 内に 7 カ所確認 された。
一方 、カタ フタ 山の航空 障害 灯設置 予定地か ら、 これ まで に確 認され たカンム リワシの巣 までの距離 は150

～550m であ り、航 空障害灯 の照 明は上方 を照 らす もので ある ことや、尾根地形や谷地 形が障壁 となるため、
巣の ある樹林 の内部 を照 らす こ とはない もの と考 える。

以上 のこ とか ら、航 空障害 灯の存在 ・供用 によるカンム リワシの生息 ・繁殖行動 の変化 は極 めて小さいもの
と予測 され る。

○航空機 の運航 に伴 う騒 音による生息状況 の変化
供用 時にお けるカタフタ山のカ ンム リワシの行動 圏内にお ける騒音 ●レベル ほ、営巣 中心域 の大 部分や主 要な

餌場 において60dB（A）程度 と予測 され てお り、 これ らの場所 の利 用の変化は極 めて小 さい もの と予測 され る。

一方 、飛 び地餌場 となってい るカ ラ岳東側や 、若 鳥や移 動個体 の一 時的な生息場所 となっている二次林 と海
岸林 では利用状況 が変化す る ことが考 え られ るが、カタフタ 山周辺域 の二次林 に、繁殖つ がい とは別 個体 のも
のと思 われるね ぐら利用が確 課 され てお り、若鳥や移 動個体が一 時的に利用 できる二 次林 は周辺域に も残存す
ると考 え られ るこ とか ら、利 用の変化 は極 めて小 さいもの と予測 され る。

○供用時 の空港利 用車両の走行に よる生 息状況の変化
空港 供用時 における県道新川 白保線 の交通量 は4 ，000台／ 日、国道390号で3，200台／ 日が見込 まれてお り、

これ を平成9年調査 の昼夜率 か ら12時間交通量 に換算す る と、県道新川 白保線3，522台、国道 390号2 ，778台 とな
り、2，000台前後で も衝 突が発 生 している ことか ら、供 用時 にお いては、特に非繁殖期 の主 要な餌場 となって
いる県 道新川 白保線 においてカ ンム リワシの採餌行動に支障 が生 じ、行動圏 の変化が生 じるもの と考え られる。
また、供用時の道路交通騒音は 、 日中の最大で66．6dB（A ）と予測 され ているが、現況 の65dB （A）程度で も主要 な
餌場 として利 用 されてい ることや 、環 境保全配慮 として、通行 車両に よる ロー ドキル等の影響 を回避 ・低減す
るため、動物の横断 についての注意看 板 を設置す ることによ り、供用時の空港利 用車両の走行 によるカンム リ
ワシの採餌場の利用の変化は極 めて小 さい もの と考 えられ る。

○供 用時の航空機運航時 に起 こる鳥衝 突
航 空機騒音 による影響 で、一時 的な利用場所であ る二次林 か ら海岸林一体の利 用状況が変化す る と予測 され

るこ と、現石垣空港 において は、職 員が車両で巡回す る等 の鳥衝突防止対策が とられてお り、新石垣空港 にお
いて も同様の対策 が講 じられ るこ とか ら、航空機 との衝突 のおそれ は極 めて小 さい もの と予測 され る。

○生態系の基盤環境及び機能 ・構造 の変化に伴 う生息状況 の変化
生態系の 「場」 としての機能 の変化 につい て、 カタフタ山のカ ンム リワシの繁殖つ がいの移動 個体に及 ぼす

影響は以下の とお りである。
移動個体 のね ぐら、採餌場 として一 時的に利用 されてい る と思われる事業実施区域内の二次林 が消失す るが、

調査地域全体 で二 次林 の改変率 は12．9％程度 であ り、移 動個体 の一時 的なね ぐら、採餌場 と しての二次林環 境
は事業実施 区域周辺 に確保 され る もの と考 え られ る。

また 、航空機騒音 の影響 によ り、飛び地餌場 となってい るカ ラ岳東側や 、若鳥や移動個体 の一時的な生息場
所 とな ってい る二 次林 と海 岸林 では利用状況 が変化 する ことが考 え られ るが、カタフタ山周辺域の二次林に、
繁殖つ がい とは別個 体のもの と思われ るね ぐら利 用が確 羅 され てお り、若鳥や移動 個体 が一時的に利用でき る

二次林 は事業 実施 区域周辺域 に も残存す る と考え られる。
生態 系の構造 について も、環境保全配 慮 としての緑化 を行 うこ とに より、食物 連鎖の各階級 を構成す る生物

群集 の多様 度指数 の変化は′トさく、調 査地域全体の食物連鎖 の構造へ及ぼす影響 も小 さいもの と考 えられ る。
以上 のこ とか ら、生態系の基盤衆境 の変化及び生態系 の機能 ・構造の変化に伴 う生態系の上位性 を指標す る

カンム リワシの生息 ・繁殖環境 の変化 は極めて′トさい もの と予測 され る。

◎珠境影響の回避 ・低減 の検討
事業 の計画検 討 に当た り詐 じた

環境保全 配慮 を予測 の前程 と して
検討 した結果 、事業 実施 区域 周辺
に及 ぼす 環境 影響 の程度は極 めて
小 さい と判断 され る ことか ら、環
境影響 は、事 業者 によ り実行 可能
な範 囲内で でき る限 り回避 され、
又 は低減 され てお り、衆境 の保全
につ いての配 慮が適 正にな されて
い ると評価 した。

◎国又 は地方公 共 団体に よる環 境保
全 の基 準又 は 日額 との整合性 に係
る評価
沖縄県が平成 15年4月 に策定 した

沖縄 県環境基 本計 画 による と r事
業別環境配慮指 針」 と．して、 「飛行
場 の設置又 は変更 の事業 」におい
て 、r貴重な動植物 の生息 ・生育環
境 、優れ た景勝地 、人 が 自然 とふ
れ あ う重 要な場 等の貴重 な 自然や
文 化財等 に影響 を及 ぼす 立地 は避
け るよ うに努 める」、 「自然性 の高
い地域 にあ っては、 工事計画 、飛
行 計画 の工夫 等に よ り、騒音や 光
等に よる野生 生物へ の影響 の低減
に努 める」、 rその他 、当該事 業の
実施 に当た り、周辺環 境へ の影響
につい て把握 し、環境 への影響 を
最小限 に とどめ るよ う十分配 慮す
るJ と記 載 されて お り、 これ を環
境保全の基準又 は 日額 とす る。

事業 の計画 検討 に当た り講 じた
緑化等 の衆境 保全 配慮 を萬 ず るこ
と等 に よ り、重要 な種 に及 ぼす影
響 は、最小 限に とどめるよ う十分
配慮 されて い る と考 え られ るこ と
か ら、環境保 全 の基準又 は 目標 と
の整合 は図 られ てい るもの と評価
した。

事 業 の計画 検討
に 当た り講 じた環
境 保 全配 慮 を予測
の前 提 として検 討
した 結果 、 療境 影
響 の程 度 は、極 め
て小 さい もの と判
断 され るこ とか ら、
凍境 保全 措 置 を溝
ず る必 要 ほない も

の と判断 した。

キ境保全措置を講 じな

い ことか ら事後調査 の必
要はない と判断 した。

施設 の供用後に以下 の
環境監視 を実施す る。

○調査項 目

・カ ンム リワシの繁殖行動
及び、採餌行動、若鳥 等
のね ぐら行動

b 調査地点

・カ タフタ山のつ がい の繁
施行動及び採餌行動 が視
駆 出来 る場所

○調査時期等

・施設 の供用後 3 ～ 5 年程
度。

・繁殖行動 及び採餌行 動 が
最 も頻 繁に見 られ る 2 、
3 、 4 月の 3 回

○調査 方法
r猛 禽類 の保護の進 め方

（特 にイヌワシ、クマタカ、オオタカに

ついて）」 （環境庁）に準
拠 した方法 による。


